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   入間市手数料条例の一部を改正する条例 

 

条例 別記のとおり 

 

 

  令和３年１月２７日提出 

 

入間市長  杉 島 理一郎 

 

 

      提 案 理 由 

 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴い、建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に係る申請手数料等を改めるとともに、所要の改正をしたいので、この案

を提出するものである。 
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   入間市手数料条例の一部を改正する条例 

 

 入間市手数料条例（昭和４２年条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

 別表４９の項金額の欄第４号及び５０の項金額の欄第４号中「３４の項」を「３３の項」

に改める。 

 別表５３の項金額の欄第１号ウ中「５５の項第１号ウ」を「次項第１号ウ」に、「３１，

０００円」を「１９，０００円」に改め、同欄第２号ウ中「５５の項第２号ウ」を「次項第

２号ウ」に、「１９２，０００円」を「１４５，０００円」に改め、同号エ中「４１２，０００

円」を「３１７，０００円」に改め、同号オ中「１５８，０００円」を「１１８，０００円」

に改め、同欄第３号中「あった」を「あつた」に、「３４の項」を「３３の項」に改める。 

 別表５４の項金額の欄第１号ウ中「１５，５００円」を「９，５００円」に改め、同欄第

２号ウ中「９６，０００円」を「７２，５００円」に改め、同号エ中「２０６，０００円」

を「１５８，５００円」に改め、同号オ中「７９，０００円」を「５９，０００円」に改め、

同欄第３号中「あった」を「あつた」に、「３４の項」を「３３の項」に改める。 

 別表中７５の項を７７の項とし、５８の項から７４の項までを二項ずつ繰り下げる。 

 別表５７の項事務の種類の欄中「第３６条第１項」を「第４１条第１項」に改め、同項金

額の欄第１号ウ中「３１，０００円」を「１９，０００円」に改め、同欄第４号及び第５号

を次のように改める。 

 ⑷ 第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第

１号イに適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 

床面積の合計が３００㎡未満のもの ２６７，０００円 

床面積の合計が３００㎡以上のもの ３３４，０００円 

 ⑸ 第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１条第１項第

１号ロに適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 

床面積の合計が３００㎡未満のもの １０２，０００円 

床面積の合計が３００㎡以上のもの １３０，０００円 

別表５７の項を同表５８の項とし、同項の次に次のように加える。  
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５９ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律施行

規則（平成２８年国

土交通省令第５号）

第１１条の規定に

基づく軽微な変更

に該当しているこ

とを証する書面の

交付の申請に対す

る審査 

建築物エネ

ルギー消費

性能確保計

画軽微変更

該当証明書

交付申請手

数料 

⑴ 建築物省エネ法第３４条第３項に規定

する他の建築物について、当該建築物が記

載された同条第１項に規定する建築物エ

ネルギー消費性能向上計画が同法第３５

条第１項の認定又は同法第３６条第１項

の変更の認定を受けたことを示す書類が

提出された場合 

床面積の合計が３００㎡未満のもの ５，

５００円 

床面積の合計が３００㎡以上のもの ９，

５００円 

⑵ ⑴以外の場合で、建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第１項第

１号イに定める基準に適合するもの 次

に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額 

床面積の合計が３００㎡未満のもの 

１３３，５００円 

床面積の合計が３００㎡以上のもの 

１６７，０００円 

⑶ ⑴以外の場合で、建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第１条第１項第

１号ロに定める基準に適合するもの 次

に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める

額 

床面積の合計が３００㎡未満のもの 

５１，０００円 

床面積の合計が３００㎡以上のもの 

６５，０００円 

 別表５６の項事務の種類の欄中「第３１条第１項」を「第３６条第１項」に改め、同項金
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額の欄第１号中「第３０条第１項各号」を「第３５条第１項各号」に改め、同欄第３号及び

第４号を次のように改める。 

⑶ 第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第１号

イ⑴及びロ⑴に適合するもの 前項第３号に定める額に２分の１を乗じて得た額 

⑷ 第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第１号

イ⑵及びロ⑵に適合するもの 前項第４号に定める額に２分の１を乗じて得た額 

別表５６の項金額の欄第５号中「第３１条第２項」を「第３６条第２項」に、「第３０条第

２項」を「第３５条第２項」に、「３４の項」を「３３の項」に改め、同項を同表５７の項と

する。 

 別表５５の項事務の種類の欄中「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成

２７年法律第５３号。以下「建築物省エネ法」という。）第２９条第１項」を「建築物省エネ

法第３４条第１項」に改め、同項金額の欄第１号中「第３０条第１項各号」を「第３５条第

１項各号」に改め、同号イ中「（平成２８年経済産業省令・国土交通省令第１号）」を削り、

「このイ、」を「このイ及び」に改め、同号ウ中「３１，０００円」を「１９，０００円」に

改め、同欄第３号及び第４号を次のように改める。 

⑶ 第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第１号

イ⑴及びロ⑴に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額  

床面積の合計が３００㎡未満のもの ２６７，０００円 

床面積の合計が３００㎡以上のもの ３３４，０００円 

⑷ 第１号以外の場合で、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第１０条第１号

イ⑵及びロ⑵に適合するもの 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 

床面積の合計が３００㎡未満のもの １０２，０００円 

床面積の合計が３００㎡以上のもの １３０，０００円 

別表５５の項金額の欄第５号中「第３０条第２項」を「第３５条第２項」に、「３４の項」

を「３３の項」に改め、同項を同表５６の項とする。 

 別表５４の項の次に次のように加える。 

 

 



- 4 - 

５５ 建築物のエネルギ

ー消費性能の向上

に関する法律（平成

２７年法律第５３

号。以下「建築物省

エネ法」という。）

第１２条第１項若

しくは第２項又は

第１３条第２項若

しくは第３項の規

定に基づく建築物

エネルギー消費性

能適合性判定に対

する審査 

建築物エネ

ルギー消費

性能適合性

判定手数料 

⑴ 建築物省エネ法第３４条第３項に規定す

る他の建築物について、当該建築物が記載

された同条第１項に規定する建築物エネル

ギー消費性能向上計画が同法第３５条第１

項の認定又は同法第３６条第１項の変更の

認定を受けたことを示す書類が提出された

場合 

ア 建築物省エネ法第１２条第１項又は第

１３条第２項の規定による場合 

床面積の合計（市長が別に定める算定方

法によつて算定したものをいう。以下こ

の項及び５９の項において同じ。）が

３００㎡未満のもの １１，０００円 

床面積の合計が３００㎡以上のもの 

１９，０００円 

イ 建築物省エネ法第１２条第２項又は第

１３条第３項の規定による場合 

床面積の合計が３００㎡未満のもの 

５，５００円 

床面積の合計が３００㎡以上のもの 

９，５００円 

⑵ 建築物省エネ法第１２条第１項又は第

１３条第２項の規定による場合（⑴アに掲

げる場合を除く。） 

ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定

める省令（平成２８年経済産業省・国土

交通省令第１号）第１条第１項第１号イ

に定める基準に適合するもの 次に掲げ

る区分に応じそれぞれ次に定める額 

床面積の合計が３００㎡未満のもの 
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２６７，０００円 

床面積の合計が３００㎡以上のもの 

３３４，０００円 

イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定

める省令第１条第１項第１号ロに定める

基準に適合するもの 次に掲げる区分に

応じそれぞれ次に定める額 

床面積の合計が３００㎡未満のもの 

１０２，０００円 

床面積の合計が３００㎡以上のもの 

１３０，０００円 

⑶ 建築物省エネ法第１２条第２項又は第

１３条第３項の規定による場合（⑴イに掲

げる場合を除く。） 

ア 建築物エネルギー消費性能基準等を定

める省令第１条第１項第１号イに定める

基準に適合するもの 次に掲げる区分に

応じそれぞれ次に定める額 

床面積の合計が３００㎡未満のもの 

１３３，５００円 

床面積の合計が３００㎡以上のもの 

１６７，０００円 

イ 建築物エネルギー消費性能基準等を定

める省令第１条第１項第１号ロに定める

基準に適合するもの 次に掲げる区分に

応じそれぞれ次に定める額 

床面積の合計が３００㎡未満のもの 

５１，０００円 

床面積の合計が３００㎡以上のもの 

６５，０００円 
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   附 則 

 この条例は、令和３年４月１日から施行する。 


